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1　序
今回は、合同会社の社員関係と計算について解説します。合
同会社は、株式会社と同様、社員有限責任原則が採用され、社
員は一人でよく、一人合同会社の設立・存続が認められていま
す（資産管理会社や完全子会社としての利用等）。
定款には、社員の全てが有限責任社員である旨のほか、社
員の氏名･名称と住所、社員の出資の目的とその価額が記載さ
れます。社員の加入や出資（持分）の変更は定款変更事項とな
るのです。定款変更には原則として総社員の同意が必要です。

2　持分の譲渡制限と退社
業務を執行する社員の持分の譲渡については他の社員全
員の承諾が必要ですが、業務を執行しない社員については
業務執行社員全員の承諾で足ります。持分の譲渡について、
定款で別段の定めをすることができます。持分譲渡制限を緩
和することだけでなく、持分の譲渡を全面的に禁止することも
できます。
社員の投下資本回収の原則的方法は、任意退社をして持
分の払戻しを受けることです。各社員は、原則として、6か月前
までに退社の予告をして事業年度の終了時に退社することが
できます。これについても定款で別段の定めをすることができ、
任意退社を禁止することもできます。しかし、社員にやむを得な
い事由があるときは、当該社員の退社を認めなければなりませ
ん。持分の払戻しは退社時の会社の財産状況に従ってしなけ
ればなりませんが、定款で持分払戻額の算定方法を定めるこ
とができます。持分払戻額が剰余金額を超える場合には債権
者異議手続が必要となり、これに違反する場合には、退社員と
当該業務を執行した社員は持分払戻額に相当する金銭支払
義務を負うこととなります。
法定退社事由として、定款で定めた事由、総社員の同意、
死亡･（当該法人社員が消滅する）合併等が挙げられていま
す。定款において、死亡・合併における一般承継人（相続人等）
による持分承継を認めることができます。社員を除名するには、
対象社員以外の社員の過半数の決議（決定）に基づき、裁判
所に対して、除名請求をしなければなりません。
合同会社においては、持分譲渡による第三者の会社参加

を拒否し、退社による会社財産の流出を最小限にするよう、定

款上さまざまに工夫することができます。これが、合同会社の決
定的なメリットです（閉鎖性と企業財産の維持）。

3　合同会社の計算
合同会社においては、会社債権者保護との関連において、持
分会社一般に適用される計算規制の一部の適用が除外され、
株式会社と基本的に同様の計算規制が適用されます。計算書
類が作成され、会社債権者には、作成日から5年以内の計算書
類閲覧等請求権が認められます。他方、計算書類の公告や大
会社における会計監査人の設置は義務づけられていません。
資本制度は、株式会社と比べて緩和されています。資本金の額
は登記事項ですが、出資のうちどれだけを資本金として計上す
るかは会社自治に委ねられ、資本準備金や利益準備金（法定
準備金）制度は設けられていません。
合同会社において、「剰余金配当」制度はありません。利益
剰余金を原資とする「利益の配当」と出資の価額のうち資本金
に計上されなかった資本剰余金を原資とする「出資の払戻し」
が明確に区別されています。
合同会社においては、社員平等原則の定めがなく、利益の配
当や残余財産の分配について、広範に定款自治が認められま
す。社員には、原則として出資の価額に応じて、会社の損失また
は利益が割り振られます。社員は、適宜、自らに割り振られた利
益の配当を請求することができます。もっとも、複数の社員がい
る合同会社においては、実務上の便宜に配慮して、定款で一般
に、社員の過半数の同意により利益配当をする旨、定められて
おり、この同意がない限り、社員は利益の配当を請求することが
できません。
社員は、定款を変更してその出資の価額を減少し、減少した
価額に相当する出資の払戻しを請求することができます。出資
の払戻しに際して、資本の額を減少して当該額を資本剰余金
に振り替えることもできますが、このためには債権者異議手続を
要します。したがって、出資の払戻しの原資は原則として資本剰
余金となります。
株式会社の場合と基本的に同様の利益配当に係る財源規
制と財源規制違反の場合の業務執行社員と利益配当を受け
取った社員の責任が規定されています。出資の払戻しについて
も、剰余金額をベースとする同様の規制が設けられています。
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